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第１章 事業概要 

1-1.事業の現況 

1-1-1.事業及び給水の状況 

旧志摩郡 5 町（浜島町、大王町、志摩町、阿児町、磯部町）が平成 16 年

10月に合併し志摩市となりました。本合併に伴い水道事業も統合しました。 

最新の変更事業は、平成 23 年 4 月 1 日の旧志摩郡 5 町合併に伴う旧志摩

水道用水供給事業施設と志摩市水道事業との一元化および間崎簡易水道事

業の統合認可申請であり、計画給水人口 57,000 人、計画１日最大給水量

35,400m3/日を公称施設能力とし、現在に至っています。 

 

表 1-1.志摩市の事業概要（給水） 

供用開始年月日 昭和 43 年 4 月 計画給水人口 57,000 人 

法適（全部・財務） 

・非適の区分 

法適用 現在給水人口 47,368 人 

有収水量密度 0.56 千 m3/ha 

※令和 2年度現在 

 

 

1-1-2.施設 

(1)浄水方法 

 恵利原ダム・神路ダムより取水した原水を、磯部浄水場で凝集沈殿（原水

水質の状況により、苛性ソーダあるいは粉末活性炭を注入）、急速ろ過、塩

素滅菌し、市内に給水しています。 

   また、県営南勢志摩水道用水供給事業から受水した浄水は、残留塩素濃度

を管理し、残留塩素濃度が低下した場合に、追加塩素注入により対応してい

ます。 

 

(2)給水方法 

 磯部浄水場からは 1系、2系に分けて給水を行っています。 

 1 系 2 系ともに、送水ポンプにより恵利原調整池に送水し、各配水池やポ

ンプ場を経由し、主に磯部町、阿児町、大王町、志摩町に給水を行っていま

す。 

南勢志摩水道用水供給事業からの受水系については、志摩分水を経由し 

主に浜島町に給水しています。 
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表 1-2.志摩市の事業概要（施設） 

水源 表流水(ダム)、浄水受水 

施設数 浄水場設置数 1 管路延長 870km 

配水池設置数 24 池 

施設能力 43,400 m3/日 施設利用率 42.8％ 

 ※施設利用率＝1日平均給水量÷施設能力＝18,563÷43,400 

 ※令和 2年度現在 

 

 

1-1-3.料金 

   直近の料金改定は令和元年 10 月 1 日です。消費税率が 10％に変更に伴

い、水道料金、閉開栓手数料及び水道加入分担金の変更を行いました。 

 令和 17 年度に 10％程度の料金改定を行うことを検討しています。 

 

表 1-3.志摩市の水道料金 

 

 

１ヵ月の水道料金 ＝ 基本料金 ＋ 超過料金 ＋ メータ使用料 ＋ 消費税 

 

  

水道料金 メータ使用料

用途 料金設定 使用水量 料金 口径 料金(1箇月分)

一般用 基本料金 8㎥まで 1,280円    13mm 70円  

超過料金 9㎥～20㎥まで 220円    20mm 140円  

(1㎥につき) 21㎥～30㎥まで 230円    25mm 210円  

31㎥～50㎥まで 250円    30mm 280円  

51㎥～100㎥まで 260円    40mm 350円  

101㎥～200㎥まで 270円    50mm 700円  

201㎥～500㎥まで 280円    75mm 2,000円  

501㎥以上 300円    100mm 3,000円  

公衆浴場 基本料金 101㎥まで 4,000円    150mm 5,000円  

超過料金 200mm 10,000円  

(1㎥につき)

臨時 基本料金なし 1㎥につき450円

101㎥以上 50円  　
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1-1-4.組織 

   本市では、上下水道部長以下、事務職 19 人、技術職 4 人の計 23 人によ

って水道事業を運営しています。 
 

 

図 1-2.志摩市の組織図（令和 3年度） 

 

1-2.これまでの主な経営健全化の取組 

1-2-1.企業債の借換償還 

   平成 19 年度～24 年度の間に借換償還を行うことによって、支払利息を

削減しました。 
 

1-2-2.施設管理の効率化 

   5 町合併後、水道事務所を統廃合し、施設の中央監視化を図るとともに、

施設管理部門の民間委託の拡大を図り、経費を削減しています。 
 

1-2-3.事務の効率化 

 事務の効率化については、検針及び徴収業務の民間委託により、督促、現

地訪問、給水停止通知、停水執行等を実施し、水道料金収納率の向上を図っ

ています。 
 

1-2-4.工事コストの削減 

 水道管布設工事の埋め戻し及び道路復旧において、流用土や再生材（再生

砕石・再生合材）を使用するとともに、埋設深を浅くする浅埋設をできるだ

け採用することにより、工事コストの削減を実施しています。 

業務管理係 事務職 ２人

事務職 １９人 (係長：事務職) 技術職 ０人

技術職 ４人 水道総務課長

合計 ２３人 (事務職)

水道技術管理者 経理係 事務職 ２人

(係長：事務職) 技術職 ０人

事業管理者 上下水道部長

(市長) (事務職) 維持管理係 事務職 ４人

(係長：事務職) 技術職 １人

水道工務課長 建設係 事務職 ４人

(事務職) (係長：事務職) 技術職 １人

浄水係 事務職 ４人

(係長：事務職) 技術職 ２人

職員数
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1-3.経営比較分析表等を活用した現状分析 

 本市の経営状況について、経常収支比率は 100％を超え、平均程度で推移し

ています。累積欠損金も発生していません。料金回収率も 100％を超えている

状況です。水道事業にかかる費用を水道料金で賄えており、現状では健全な経

営となっています。 

 施設について、管路経年化率が平均より低いこともあり、管路更新率は 0.07

～0.36％程度で推移しています。この更新サイクルでは既設管路の更新に長い

年月を要する見込みとなります。今後、管路の経年化に伴い、更新率を向上さ

せる必要があり、事業費が増加することが想定されます。施設利用率の減少は

給水人口の減少に伴う使用水量の減少が原因と考えられます。 

  今後は施設の再投資費用の増加が見込まれる一方で、人口減少が見込まれ

ており、施設効率の低下、料金収入の減少が想定されます。したがって、令和

17 年度に 10％の料金改定を行うことを検討します。 

  これらのことから施設利用率の向上を目指した施設規模の適正化や事業運

営に係る費用の削減並びに経費の削減につながる有収率の向上を図ることが

課題となります。給水原価が平均よりも高いことを踏まえ、コスト縮減等によ

る経営の効率化を基本として、経営の健全化を図ります。 
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第 2章 将来の事業環境 

2-1.将来の給水人口と給水量 

 令和 2 年度志摩市水道事業基本計画中間見直し業務で実施した水需要予測

では、将来の給水人口は令和 11 年度末で 39,291 人、令和 21 年度末で 30,853

人まで減少することが見込まれています。その結果、料金収入の目安となる 1

日有収水量は令和元年の 16,217 ㎥/日から令和 11 年度では 14,050 ㎥/日、令

和 21 年度では 12,005 ㎥/日まで減少すると見込まれています。有収水量が今

後も減少するため、料金収入も減少する見通しです。 

 

 

 

図 2-1.給水人口と給水量の推移 
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2-2.料金収入の見通し 

 令和 16 年度まで現行料金としますが、令和 17 年度には料金単価を 254.0 円

/㎥から 279.4 円/㎥に料金改定を行うことを検討しています。 

 給水収益は令和 16 年度まで減少傾向を続け、料金改定以降も減少を続ける

見込みとなっています。給水収益は減少しますが、直ちに赤字となることはな

く、また、過去の内部留保資金を見込むことで経営上、令和 16 年度まで現行

料金を維持することができる見込みです。詳細については 5章に示します。 

 

 
図 2-2.料金収入の見通し 
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2-3.組織の見通し 

 「志摩市第二次定員適正化計画（中間見直し）（計画期間：令和 2 年 4 月～

令和 7年 3月）令和 2年 3月」では、適正化の推進が記載されています。 

 

  水道事業では、平常時においては今後とも更新事業を推進していくととも

に、水道施設の維持管理・運営、水道事業の経営を着実に実施していく必要が

あります。加えて被災時においては、迅速かつ広範囲に応急給水・応急復旧を

行う必要があります。 

 水道事業においても、志摩市第二次定員適正化計画に則り、事務事業の見直

し、組織機構の改革、管理委託の推進に取り組む一方で、事業運営に必要な人

員を確保できるよう、市長部局に継続的に働きかけていきます。 
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2-4.施設及び更新需要の見通し 

2-4-1.水源稼働率 

   水源稼働率は、磯部浄水場、志摩分水（南勢水道受水量）ともに減少して

きています。近年、磯部浄水場稼動率は約 60％、志摩分水の稼働率は約 90％、

全体では約 60％となっています。 
   今後は水需要の動向を見ながら、過度な需要減少が生じた場合は、水源計

画の見直し（磯部浄水場の抜本的更新時における施設規模の縮小（ダウンサ

イジング）、あるいは志摩分水の契約水量見直し）が必要です。 
   なお、「平成 27 年度 志摩市水道事業基本計画」では、計画期間である

令和 16 年度まで磯部浄水場の更新は計画していません。このため、それ以

降の更新の際には浄水場を中心とした施設規模の適正化を行います。 
 

2-4-2.配水池稼働率 

 配水池の有効容量は、給水区域の計画一日最大給水量の 12 時間分を標準

とし、地域特性や水道施設の安全性を考慮して増量するとされています。 
 本市の配水池容量は、１系の「登茂山配水池，船越配水池，渡鹿野配水池」、

2 系の「五知配水池，磯部北部配水池，横山配水池，桧山配水池，阿児西部

配水池」、南勢系の「大崎配水池，浜島配水池，南張配水池」は 24 時間を越

える滞留時間をもつ施設規模となっており、一般的にみてやや過大な容量の

施設となっています。 
 今後、施設更新の際には、水需要の見込みと照らし合わせた施設規模の適

正化を行います。 
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2-4-3.更新需要の見通し 

(1)これまでの建設投資 

   本市水道事業では、これまで年平均 358 百万円の建設投資を行っていま

す。このうち、建設投資額の最も多い年度は、平成 6 年度（1994 年）であ

り、1,423 百万円の建設投資を行っています。 

 

 
図 2-3.建設投資の実績 

 
 

(2)更新需要の見通し 

   取得してきた建設資産に対して、法定耐用年数を経過した時点で更新し

た場合の更新需要費は、年平均 699 百万円となり、更新需要のピークは令

和 8 年度（2026 年）の 2,125 百万円となります。 

 

 
図 2-4.更新需要の見通し(法定耐用年数で更新した場合) 
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 アセットマネジメントの手法を用い、施設を延命化した場合の更新需要 

費を算定しました。なお、施設延命化の目安は、「水道事業におけるアセッ

トマネジメント（資産管理）に関する手引き」に記載された耐用年数の 1.5
倍程度を適用しました。ただし、故障が断水に直結する機械および装置につ

いては、法定耐用年数による更新としました。 
   その結果、更新需要費は年平均 470 百万円となります。 

 

 
図 2-5.更新需要の見通し(施設延命化した場合) 
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第 3章 経営の基本方針 

 

 志摩市水道事業経営戦略での基本方針は以下のとおりです。 

 

計画期間：令和 3 年度～令和 21 年度（19 年間） 

基本理念：「次世代につながる安全安心で強靭な水道」 

基本方針：3 つの基本方針を定めています。 

      （安全）「安心しておいしく飲める水道」 

      （強靭）「災害時でも安定して供給できる水道」 

      （持続）「将来にわたって市民生活を支える水道」 
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第 4章 投資・財政計画（収支計画） 

4-1.投資・財政計画 

4-1-1.施設更新計画 

(1)施設更新計画 

 投資は施設更新計画（令和２年策定の基本計画）に基づき行う予定です。

令和 2～21 年までの 20 年間で施設更新費用は総額 125 億円（税抜）、内国庫

補助 18 億円を見込んでいます。施設更新計画において主な事業は送水管更

新事業です。配水管や浄水場、配水池等の更新は過去の実績から必要な費用

を計上しました。特に配水管は老朽化が進むことから、毎年 3億円程度の更

新を継続的に行っていく必要があります。 

 

(2)施設更新計画の財源について 

 送水管更新事業は国庫補助が見込めるため、国庫補助を活用していきま 

す。全体事業費から国庫補助額を控除した残額の 80％に対して企業債を財

源とし、残りの 20％を自己財源とする予定です。 

その他の更新事業については基本的に自己財源を用いて更新していく予

定です。 

投資及び財源計画を表に示します。 
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9
6

9
6

9
8

1
2
1

1
4
5

1
4
2

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
2

1
1
7
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0

7
0

8
1

1
0
2

1
0
2

企
業

債
2
,
8
4
8

0
0

0
1
4
6

1
5
3

1
5
3

1
5
6

1
9
3

2
3
2

2
2
6

1
7
6

1
7
6

1
7
6

1
7
9

1
8
7

1
2
7

1
1
2

1
2
9

1
6
4

1
6
3

そ
の

他
7
,
8
7
0

3
5
8

3
5
8

3
5
8

3
9
5

3
9
6

3
9
6

3
9
7

4
0
6

4
1
5

4
1
5

4
0
1

4
0
1

4
0
2

4
0
2

4
0
5

3
9
0

3
8
6

3
9
1

3
9
9

3
9
9

5
,
3
4
1

0
0

0
2
7
4

2
8
7

2
8
7

2
9
3

3
6
2

4
3
4

4
2
5

3
2
9

3
2
9

3
3
0

3
3
5

3
5
1

2
3
9

2
1
0

2
4
3

3
0
7

3
0
6

国
庫

補
助

1
,
7
8
3

0
0

0
9
1

9
6

9
6

9
8

1
2
1

1
4
5

1
4
2

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
2

1
1
7

8
0

7
0

8
1

1
0
2

1
0
2

企
業

債
2
,
8
4
8

0
0

0
1
4
6

1
5
3

1
5
3

1
5
6

1
9
3

2
3
2

2
2
6

1
7
6

1
7
6

1
7
6

1
7
9

1
8
7

1
2
7

1
1
2

1
2
9

1
6
4

1
6
3

そ
の

他
7
1
0

0
0

0
3
7

3
8

3
8

3
9

4
8

5
7

5
7

4
3

4
3

4
4

4
4

4
7

3
2

2
8

3
3

4
1

4
1

6
,
0
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

国
庫

補
助

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

企
業

債
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
6
,
0
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
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0

3
0
0

4
8
0

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

国
庫

補
助

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

企
業

債
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
4
8
0

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

6
8
0

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

国
庫

補
助

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

企
業

債
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
6
8
0

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

※
事

業
費

は
基

本
計

画
中

間
見

直
し

を
参

考
と

し
た

。
企

業
債

充
当

率
（

国
庫

補
助

金
を

除
い

た
残

金
に

対
す

る
企

業
債

の
割

合
）

は
8
0
％

と
し

た
。

※
配

水
管

、
浄

水
場

施
設

、
配

水
施

設
は

過
去

の
経

験
か

ら
必

要
な

金
額

を
毎

年
計

上
し

た
。

　
　

年
度

合
計

項
目

全 体

事
業

費

財 源

配 水 施 設 更 新

事
業

費

財 源

浄 水 場 更 新

事
業

費

財 源

送 水 管 更 新

事
業

費

財 源

配 水 管 更 新

事
業

費

財 源
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4-1-2.財政収支計画 

   志摩市水道事業において、人口の減少に伴う有収水量の低下による給水

収益の減収が見込まれています。人口減少は全国的に進む見込みであり、そ

の影響は水道事業の経営にも多大な影響を与えることとなります。前章ま

でに示した通り、様々な施策や支出抑制策を検討し、支出の削減に努めます。

また、事業開始から 50 年が経過し、浄水場や配水池、配水管が老朽化し、

再投資を行う時期となってきております。現在の水道の水質、水圧、水量を

確保するためには施設の再投資は避けては通れません。 

   人口減少による給水収益減少、老朽化による施設の更新費用の増加とい

った事態に対して、水道事業による経営努力だけでは水道事業の健全な経

営を持続することが困難になることが予想されます。 

 水道事業の経営持続のため、本経営戦略では次のように検討しました。 

 

・令和 9 年度までの利益分の積立と、令和 11 年度からの欠損金への補填。 

・企業債の充当率を増加し、資金（現金）の減少を抑える。 

・市民生活及び企業活動に大きな影響を与える水道料金の可能な限りの値

上げ抑制。 

 

 

 

〇健全な経営の評価項目 

①経常損益 

マイナスとならないことを目標とします。マイナスとなっても一時的な 

ものとします。マイナスが続く場合、支出の見直しや料金改定等の検討が

必要となります。 

 

②資金（現金） 

資金が枯渇（マイナス）しないことを目標とします。施設の再投資の財

源であるため、枯渇すると財政の健全性が損なわれます。 

 

③料金回収率 

100％を下回らないことを目標とします。水道事業は独立採算を基本と

していることから、適正な料金収入を確保する必要があります。料金回収

率が低い場合、収入の不足額を補填することとなりますが、料金改定も視

野に入れて、料金収入の確保に努めることが求められます。 
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④給水収益に対する企業債残高の割合 

    企業債残高は少ないほうが望ましいです。水道事業の施設は多額の財

源が必要となります。企業債を利用しない場合、財政上に非常に大きな

影響を与えたり、必要な投資をする機会を逃すことにつながり事業運営

上のリスク（給水停止等）が高くなります。 

    更新事業の実施には、全国的な同規模団体の実情を鑑みて効率的な企

業債の活用が必要となります。 

 

〇検討結果 

①経常損益 

    令和 11 年度から経常損益がマイナスとなりますが、利益積立金で補

填することで、令和 20 年度まで繰越欠損金は発生しません。 

 なお、市民生活、企業活動への影響を鑑み、短期的に大幅な料金改定

を行うことは難しいと考えています。本検討では令和 21 年度においても

資金残高を確保することを基準として令和 17 年度に 10％改定に留めま

す。今後進める広域化・共同化などで現行料金を継続できる手法を検討

し、基本的には 5年ごとに現状を整理し、料金の改定時期、改定率など

を含めて財政計画を見直すこととします。 

 

②資金（現金） 

    令和 21 年度に 11 億円の資金残高を確保することができます。 

 

③料金回収率 

    経常損益の赤字発生と同時期である令和 10 年度に回収率が 100％を下

回り令和 16 年度には 90％を下回ります。料金改定により一時的に

96.9％まで回復しますが、その後令和 21 年度に 90％を下回る見込みで

す。 

 

④給水収益に対する企業債残高の割合 

 現状の 128％は同規模事業体（給水人口 3～5万人）と比較しても特に

高くはなく、健全な値と考えられます。令和 21 年度には 220％程度まで

上昇しますが、同規模事業体では 300～400％であることから健全性は保

たれていると判断されます。  
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〇まとめ 

収支ギャップの定義 

「経常損益のマイナス」、「資金（現金）の枯渇」 

 

収支ギャップの解消対策 

「経常損益のマイナス」→料金改定、利益積立金。 

「資金（現金）の枯渇」→令和 21 年度末までは資金枯渇はしない。 

 

収支ギャップ解消についての説明 

 料金改定は、〇検討結果①経常損益での記述の通りです。 

    利益積立金は、令和 9年度までの経常損益の利益分を積立て、その「利

益積立金」を令和 11 年度以降に発生する欠損金に補填する予定です。よ

って「利益積立金」取崩後の経常損益において令和 11～20 年度まで繰越

欠損金は発生しない見込みです。 

 令和 20 年度に「利益積立金」が消滅し、令和 21 年度は繰越欠損金が発

生しますが、資金確保ができているため、直ちに経営破綻し、水道事業が

運営停止になるということにはなりません。 

令和 21 年度以降も給水人口は減少し収益も減少しますが、その減少分

のすべてを水道料金の値上げで賄うことは困難と想定します。志摩市の水

道料金が高い最たる要因は神路ダム及び磯部浄水場を使用しての水運用

方法です。将来にわたり、現行料金で安定的な水道事業の運営が継続でき

るよう、広域化・共同化など積極的に検討し、安価で効率的な水づくりの

新たな手法と今後の神路ダム及び磯部浄水場の在り方を、変化し続ける社

会・経済状況を踏まえて、継続して検討していくこととします。 

また、全国的に見ても志摩市と同じような課題を持つ市町が多いことか 

ら、公営企業の独立採算制の大原則の見直しなどを含め、将来的には事業

運営費用の一部負担を国や一般会計に求めていくことも検討する必要が

あります。 
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表 4-2.財政収支の見通しの算定項目 

 

 

給水収益 有収水量×供給単価 R17に供給単価を10％値上げ

その他 過去5年の平均値

長期前受金
過去分は会計システムより
新規分は減価償却計算から算出

人件費 職員数等から算出、R5以降は同値 R5以降、職員数は一定

経常経費 浄水水量や物価変動費率を考慮

減価償却費
過去分は会計システムより
新規分は減価償却計算表より

企業債利息償還金
過去分は会計システムより
新規分は企業債計算表より

企業債 将来の投資計画より

国庫補助金 将来の投資計画より

その他 消費税調整額等

建設改良費 将来の投資計画より

その他 消費税調整額等

企業債元金償還金
過去分は会計システムより
新規分は企業債計算表より

算定方法 備考項目

収
益
的
収
支

収
入

支
出

資
本
的
収
支

収
入

支
出

- 18 -



表
4
-
3
.
将
来
の
財
政
収
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→
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図 4-1.収益的収支の見通し 

図 4-2.資本的収支の見通し 
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図 4-3.料金回収率の見通し 

図 4-4.給水収益に対する企業債残高の割合の見通し 

- 22 -



4-2. 投資・財政計画の策定にあたっての説明 

4-2-1.投資についての説明 

 

目標 
アセットマネジメントの考え方を踏襲し、施設の延命化を図りつ

つ、更新事業を実施します。 

 

具体的な投資費用は 4-1-1.施設更新計画に示す通りです。主に送配水管

の更新や浄水場、配水施設の更新を計画しています。 

 
表 4-5.投資計画の概要 

①送水管更新事業 老朽化した送水管を計画的に更新していくこ

とで送水システムの機能持続を図ります。 

②配水管更新事業 老朽化した配水管を計画的に更新していくこ

とで配水システムの機能持続を図ります。 

③浄水場更新事業 老朽化した浄水場の受変電設備や水質計器、水

質検査機器等を更新します。 

④配水施設更新事業 老朽化した配水施設の流量計や水位計、制御弁

当を更新します。 
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4-2-2.財源についての説明 

 

目標 
建設改良投資に対して、国の補助金や企業債の発行による借

り入れを活用し、財源を確保します。 

 
建設改良投資に対して、国の補助金や企業債の発行による借り入れを活 

用し、財源を確保します。 

ただし、企業債を多く発行することは、結果として現世代および次世代の

住民一人当たりが負担する支払利息額が多くなります。これらを考慮すると、

人口の減少が確実視される現時点において、負担を次世代へ先送りするよう

な施策は出来るだけ避けるべきと考えます。 

このことから、国の補助金を積極的に活用し、それでも不足する財源につ

いて企業債を発行して経営の持続を図ります。 

 

 

4-2-3.投資以外の経費についての説明 

これまで、借換償還による支払利息の削減、施設管理部門の民間委託の拡

大、検針及び徴収業務の民間委託により、経費削減や水道料金収納率の向上

を図ってきています。 

人件費については、令和 3 年度の 23 人から送水管更新事業を推進するた

め、令和４年度に１名、令和５年度に２名の増員を行う計画とします。 

受水費については、水需要の減少に伴い給水量も減少することから、受水

費を削減するために南勢水道用水供給事業連絡協議会の各市町と連携して、

契約水量の見直しを図ります。動力費、修繕費、材料費、薬品費、路面復旧

費、委託料については、現状から 3％の物価上昇率を考慮します。そのうち

動力費、薬品費については、水需要の減少についても考慮します。 
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4-3. 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

4-3-1.投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

 

表 4-6.投資の合理化、費用の見直しについての検討状況 

広域化 広域化については、三重県が主催する水道事業の

広域連携勉強会に参加しています。今後も本勉強

会に参加し、本市の広域化のあり方について協

議・検討していきます。 

民間の資金・ノウハウ等

の活用 
(PFI・DBO の導入等) 

業務委託については、ＰＦＩ方式などによる民間

の資金やノウハウの活用を視野に入れた検討を

進めます。 

次期の計画期間には、磯部浄水場の更新について

検討が必要と考えています。よって、磯部浄水場

の更新に向けて、今後は官民連携の先進事例の調

査・研究を行います。 

アセットマネジメントの

充実 

（施設・設備の長寿命化

等による投資の平準化） 

厚生労働省のアセットマネジメントの手引きを

参考に、更新基準年数を法定耐用年数の 1.5 倍に

設定し、施設の延命化を図っています（機械・装

置は 1.0 倍）。 

今後は施設の重要度等を考慮して、優先度の高い

施設から更新し、平準化するための検討を進めて

いきます。 

施設・設備の廃止・統合 
(ダウンサイジング) 

磯部浄水場の更新時には、受水量を含めた水源計

画の見直し検討を行い、磯部浄水場の規模の適正

化・ダウンサイジングを行います。 

また、水需要の減少を見据え、施設の廃止・統合

計画、ダウンサイジングを検討し、更新需要の抑

制を図ります。 

施設・設備の合理化 
(スペックダウン) 

管路の更新においては、水需要に応じた口径へと

見直す検討を行い、更新費の抑制に努めます。 

その他の取り組み 特にありません。 
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4-3-2.財源についての検討状況 

 

表 4-7.財源についての検討状況 

料金 今後は水需要の減少や更新需要の増大によって、

現在の水道料金水準ではまかなえなくなること

が想定されるため。令和 17 年度に供給単価を

10％程度料金改定する見込みです。 

料金改定を少しでも遅らせるためにも、投資の抑

制・適正化を図りつつ、それでも財源が不足する

場合には料金の値上げを検討します。 

企業債 不足財源の確保手段として重要ではありますが、

さらに減少を続ける将来世代へ更なる負担を強

いてしまうことも同時に認識し、適正かつ有効な

活用を検討します。 

補償金免除繰上償還が実施された場合は、活用す

ることにより利息の縮減に努めます。 

繰入金 一般会計からの繰り入れの適正化を図り、適正な

水道事業の経営に努めます。 

資産の有効活用等による

収入増加の取り組み 
今後検討する施設・設備の廃止・統合に伴い、不

要となった用地売却等の可能性を検討します。 

その他の取り組み 特にありません。 
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4-3-3.投資以外の経費についての検討状況等 

 

表 4-8.投資以外の経費についての検討状況 

委託料 現在、施設管理部門、検針及び徴収業務の事務部

門について、民間委託を実施しています。 

今後は、これらの包括的な民間委託や、これまで

の枠にとらわれない広範囲で多様な委託につい

て調査・研究していきます。 

修繕費 修繕費の増加を抑制するため、日常の点検等を計

画的に実施します。また、漏水発生リスクの高い

管路については、優先的に更新し、不要な費用を

抑制するとともに、施設更新時における施設能力

の縮小につなげて事業費の削減を図ります。 

動力費 機械設備の更新・導入時には省エネルギー対応製

品を積極的に採用します。 

また、施設の廃止・統合検討時には、自然流下に

よる給水方法を積極的に活用し、ポンプ等への依

存度を低下させていく方法を検討することによ

り動力費の削減に努めます。 

職員給与費 今後の更新事業を着実に実施していくためには、

現状数の維持は必須であると考えています。 

熟練職員の技術力を若手職員に継承し、水道事業

職員の年齢構成バランスをとることによって、職

員給与費の抑制を図ることができると考えてい

ます。 

その他の取り組み 本市ホームページを活用し、水道事業の経営等に

関する情報の提供を推進することによって、お客

様の理解を求め、適切な事業の継続を図ります。 
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第 5章 経営戦略の事後検証、改定などに関する事項 

  

 変化する事業環境に着実に対応するため、およそ 5 年ごとに経営戦略の妥当

性を検証します。その結果、実績との乖離が顕著となった場合には、その原因を

明らかにし、投資・財政計画を含めて経営戦略の見直しを実施します。 

 

表 5-1.業務指標の目標 

業務指標 
平成 28 年度 

（前回） 
令和 2 年度 

（今回） 
令和 21 年度 

目標値 

経常収支比率 122.8％ 103.7％ 102.2％ 

料金回収率 123.0％ 103.4％ 101.2％ 

送水管の耐震化率 － 23.4％ 47.8％ 

普及率 98.6％ 98.6％ 99.4％ 
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